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これまでの農福連携

障害者×農業

目的：福祉サイド・・・就労、就労訓練、職域開拓

農業サイド・・・人材確保



これからの農福連携

（１）農福＋α連携

（２）広義の農福連携（＝「農」と「福」の広がり）

（３）農業活動

①農業、②ゆるやか農業、③農的活動



（１）農福＋α連携

特に重要なのが農福商工連携と農福地域包括ケア連携

１）農福商工連携・・・６次産業化

①事業所内型・・・事業所内６次産業化

②地域型 ・・・地域のさまざまな主体が連携して農福商工連携

③地域外型 ・・・地域を超えた様々な主体が連携して農福商工連携

２）農福地域包括ケア連携・・・重層的支援、共生、農村ＲＭＯ



（１）広義の農福連携
１）「農」の広がり
農業＋林産業、水産業、エネルギー産業

例）水福連携、林副連携、エネ福連携



２）「福」の広がり

障害者＋生活困窮者、生活保護受給者、刑余者、高齢者、ひき
こもりなど



（３）農業活動



「農」の新しい価値

「農」は人間に対しては、農産物を生産することを通じて、収入
を得る機会、働く機会を提供するだけでなく、生きがいづくり・健
康づくり・社会参画・レクリエーション・治療・リハビリテーショ
ンなどさまざまなサービスを提供することができる。

これまでの農業はモノを提供し、対価を得る

これからの「農業」はモノ+サービスを提供し、対価を得るもの
（＝農生業）。さらに活動を取り込んでいく（＝農業活動）。



ゆるやか農業、農的活動のススメ



「高齢者の農福連携」モデル

出典：https://www.jkri.or.jp/newsrelease/20200410set/nofuku-panf2.pdf









これまでの農福連携モデル ４タイプ
①事業所内型 ②作業受委託型

障害福祉サービス事業事業所
（社会福祉法人、NPO法人、一
般社団法人、株式会社等）が自
己所有する農地や借りた農地で
農業を行う。

農業法人等が農繁期や不足す
る労働力を補うために障害福祉
サービス事業所等へ作業を委託
する。主に事業所外の農業法人
等の農地で作業を行う（こうし
た障害福祉サービスを「施設外
就労」という）。

③雇用型

農業法人、企業等で障害者と
雇用契約を結び一般就労を行う。



これから期待される農福連携モデル

④協力支援型 ⑤商工型

①②③モデルをより積極的に協
力・支援する。主として農業関
係者による農業技術指導、農
地・機械等の情報提供、農作業
受委託の仲介など。事業所が農
業関係者へ障害者に関する作業
を含む対応を指導。

事業所が生産した農産物をＪＡ
等が販売・加工する、逆に農家
等が生産した農産物を事業所が
販売・加工する（事業者内での
販売・加工も含む）。

⑥農・福法人参入型 ⑦協同組合型

農業法人やＪＡ等が事業所を開
設・運営し農業生産を行う、あ
るいは事業所が農業法人を設立
し農業生産に参入する。

障害者が農業にかかる団体にお
いて出資、経営、労働に従事す
る。

参考：濱田健司「ＪＡグループにおける農福連携にかかる取組み」『共済総研レポート』177号



登壇者の位置づけ

（１）こころみる会・・・知的障害者の就労を切り開く、商品で勝負

事業所内型・地域外型農福商工連携

（２）たんぽぽ福祉会・・・加工から販売まで

事業所内型農福商工連携／エネ福連携

（３）農スクール・・・ホームレス、生活困窮者、刑余者、ひきこもりなど

農業者／NPO法人／「福」の広がり

（４）大隅半島ノウフクコンソーシアム・・・さまざまな地域主体連携

協力支援型

（５）中電ウィング／ココトモファーム・・・企業と事業所の連携、交流

農福企業連携／地域外型農福商工連携

（６）JAめぐみの／八天堂・・・JAと事業所と企業の連携、規格外

農福企業連携／地域外型農福商工連携／「福」の広がり


